
高 円 宮 杯 

第２８回全日本ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会 

東 北 地 域 大 会 実 施 要 項  
 

１ 主  旨  公益財団法人日本サッカー協会は、日本サッカー界の将来を担うユース（１５歳以下）の少年

達のサッカー技術向上と、健全な心身の育成を図ることを目的とし、第３種年代の加盟チーム

全てが参加できる大会として、本大会を実施する。 

 

２ 名  称  高円宮杯第２８回全日本ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会東北大会 

 

３ 主  催  公益財団法人日本サッカー協会  一般社団法人東北サッカー協会 

 

４ 主  管  一般社団法人青森県サッカー協会        公益社団法人岩手県サッカー協会 

一般社団法人宮城県サッカー協会        特定非営利活動法人山形県サッカー協会 

一般財団法人福島県サッカー協会 

 

５ 協  賛  株式会社モルテン  

 

６ 期  日  2016年11月3日（日）、5日(土)、6日(日)、12日（土）、13日（日）、19日（土）、20日（日）～１

５日（日）  

７ 会  場  青森県：11月 ５日(土)・６日(日)     弘前市運動公園球技場（人工芝）    １・２回戦 

       〒036-8101 弘前市豊田2丁目3-1         TEL.0172-27-6411 

岩手県：11月 ５日(土)・６日(日)     一関市サッカーラグビー場（人工芝）１・２回戦 

       〒029-0131 一関市狐禅寺字石ノ瀬98-1      TEL. 0191-31-3111 

宮城県：11月  ３日(木)               宮城県サッカー場C（人工芝）          １回戦 

            〒981-0103  利府町森郷字内ノ目南119−１      TEL. 022-356-6581 

11月  ５日(土)               松島運動公園（人工芝）                ２回戦 

〒981-0215 松島町高城字動伝1-34-1      TEL. 022-354-4485 

山形県：11月 ５日(土)・６日(日)      山形市陸上競技場                １・２回戦 

      〒990-0053 山形市薬師町2丁目22－72          TEL. 023-641-1956 

福島県：11月１２日（土）・１３日（日） 郡山市西部サッカー場             ３・４回戦 

             〒963‐0201 郡山市大槻町字横山26番地      TEL. 024‐961‐8282 

        福島県：11月１９日（土）・２０日(日)   相馬市相馬光陽サッカー場         代表決定戦 

              〒976-0005 相馬市光陽三丁目3-1        TEL. 0244-35-0127 

                                           

８ 参加資格 

 (1) （公財）日本サッカー協会に平成２８年５月３１日までに第３種または女子登録した加盟チームもしくは

準加盟チームであること。 

 (2) ① 上記(1)のチームに平成２８年８月３１日までに登録された選手であること。ただし、一家転住等の

理由により上記期限以降に移籍または追加登録した選手が大会参加を希望する場合、当該都道府県サッ

カー協会第３種委員長及び当該地域担当の第３種大会部会員が別途了承した場合に限り、大会参加を認

める。 

② 中学校体育連盟加盟チームは、その中学校に在籍し、かつ、（公財）日本サッカー協会の女子加盟チ

ーム登録選手を、移籍手続きを行うことなく、本大会に参加させることができる。ただし、登録してい

る女子加盟チームが本大会に参加している場合を除く。 

    ③ （公財）日本サッカー協会により「クラブ申請」を承認された「クラブ」に所属するチームについて

は、同一クラブ内のチーム間であれば移籍手続きを行うことなく本大会に参加させることができる。



なお、本項の適用対象となる選手の年齢は第４種年代のみとし、第３種及びそれ以上の年代の選手は

適用対象外とする。 

    ④ 選手が不足している同種別の複数チームによる「合同チーム」の大会参加については、次の条件を

満たしている場合においてのみ認めることとする。但し、１１名以上の選手を有するチーム同士の合

同は不可とする。 

      □ 合同するチーム及びその選手は、それぞれ(1)及び(2)①を満たしていること。 

      □ 極端な勝利至上主義を目的とする合同ではないこと。 

      □ 大会参加申し込みの手続きは、それぞれのチームの代表者が協議の上、代表チームが行う。 

      □ 合同チームとしての参加を当該都道府県サッカー協会第3種委員長が別途了承すること。 

 

９ 参加チーム及びその数 

   参加チーム数は次の(1)から(2)により選出された２６チームとする。 

(1) 東北Ｕ－１５みちのくリーグの北三県ブロック（青森、秋田、岩手）１０チームと南三県ブロック（宮城、

山形、福島） 

１０チームの計２０チーム。 

(2) 東北各県サッカー協会により推薦または選出された６チーム。 

 

10 競技方法 

 (1) 東北Ｕ－１５みちのくリーグの北三県ブロック（青森、秋田、岩手）の１位と南三県ブロック（宮城、山

形、福島）の１位が順位決定戦を行い、勝者を全国大会の第１代表、とする。 

 (2) （１）の敗者と東北Ｕ－１５みちのくリーグ１８チームと東北各県から推薦された６チームでノックアウ

ト方式により選出されたチームにより第２代表を決定する。 

 (3) 試合時間：８０分（前・後半４０分）。 

 (4) ハーフタイムのインターバル：原則として１０分（前半終了から後半開始まで）。 

 (5) 試合の勝者を決定する方法（８０分で勝敗が決しない場合） 

    ①  ２０分（前・後半１０分、インターバルなし）の延長戦を行い、なお決しない場合はＰＫ方式によ

り次回戦進出チーム及び全国大会出場チームを決定する。 

    ② 延長戦に入る前のインターバル：５分。 

    ③ ＰＫ方式に入る前のインターバル：１分。 

 

11 競技規則 

(1) （公財）日本サッカー協会の「サッカー競技規則２０１６／２０１７」による。 

     本年度競技規則改正を適用する。 

 (2) 大会参加申込した最大３０名の選手のうち、各試合の登録選手は最大１８名とする。 

(3) 交代に関しては、競技開始前に登録した最大７名の交代要員の中から最大５名までの交代が認められる。 

(4) ベンチ入りできる人員は最大１２名（役員５名以内、選手７名以内）とする。 

(5) 本大会において退場を命じられた選手は次の１試合に出場できず、それ以降の処置については、２０（４）

に定める本大会規律・フェアプレー委員会において決定する。 

(6) 本大会期間中に警告を２回受けた者は、次の１試合に出場できない。 

(7) テクニカルエリア：設置する。 

戦術的指示はテクニカルエリア内からその都度ただ１人の役員が伝えることができる。 

(8) 第4審判員：任命する。 

(9)  アディショナルタイムの 表示：実施する。 

(10)  負傷した競技者の負傷の程度を確かめるために入場を許される役員の数：２名以内。 

 

12 参加申込 

(1) 参加申込し得る人員は、各チーム役員１０名・選手３０名を最大とする。 



(2) 申込締切日：平成２８年１０月１９日（水）申込完了 

(3) 申込方法 

参加チームは、Kick Off(JFA Web登録システム)より申し込みください。 

 

(4) 上記(2)の申込締め切り以降の申込内容の変更は認めない。 ※ Ｊエントリーシステム採用？ 

 

13 参 加 料/ 

   １チーム２０，０００円 

    振込先金融機関名  ゆうちょ銀行  ８１８店 普通預金 

口 座 名 義  一般社団法人東北サッカー協会３種委員会  

             口 座 番 号  ４２００１７７      

14 ユニフォーム 

(1) ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、正の他に副として、正と色彩が異なり判

別しやすいユニフォームを参加申込書に記載し、各試合に必ず携行すること（ＦＰ・ＧＫ用共）。 

(2) シャツの色彩は、審判員が通常着用する黒色と明確に判別し得るものでなければならない。 

(3) シャツの前面・背面に参加申込書に登録した選手番号をつけること。ショーツの選手番号については付け

ることが望ましい。 

(4) 選手番号については１から９９まで選手固有番号とする。 

(5) ユニフォームの色、選手番号の参加申込締切日以後の変更は認めない。 

(6) ユニフォームへの広告表示については（公財）日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に基づき承認され

た場合のみこれを認める。ただし（公財）日本中学校体育連盟加盟チームは連盟規定によりこれを認めな

い。 

(7) その他の事項については（公財）日本サッカー協会ユニフォーム規程に則る。 
 

15 表  彰 

(1) 表彰については北リーグ1位、南リーグ1位による順位決定戦の結果で勝者を第1位とする。 

(2) （１）の敗者とノックアウト方式によって選出されたチームによる第２代表決定戦の勝者を第２位、敗者

を第３位と 

する。 

(3) 本大会において、東北Ｕ－１５みちのくリーグの北三県ブロック（青森、秋田、岩手）の１位と南三県ブ

ロック（宮城、山形、福島）の１位による順位決定戦参加チームと、東北Ｕ－１５みちのくリーグ１８チ

ームと各県から推薦された６チームによるノックアウト方式による勝者は、２０１６年１２月に行われる

第２８回全日本ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会出場の権利と義務を有する。 
 

16 宿泊・交通 

(1) 移動に伴う交通費については、各チーム負担とする。 

  (2) 宿泊・弁当についての斡旋は行いません。各チームにて手配をお願いします。 

   

17 マッチコーディネーションミーティング 

各試合競技開始時間の70分前にマッチコーディネーションミーティングを開催する。 

マッチコーディネーションミーティングにおいて、メンバー用紙の回収、着用するユニフォームの決定、諸注

意事項の説明等を行う。 
  参加者は，両チーム代表，審判員4名，競技責任者とし，時間厳守でお願いします。 

 

18 傷害補償 

(1) 参加チームは必ず傷害保険に加入していること｡ 

(2) 試合会場では応急処置のみ主催者（主管サッカー協会を含む）の責任とする。 
 



19 組 合 せ 

東北三種委員長会議にて抽選済み。 
 

20 そ の 他 

(1) 大会規定に違反し、その他不都合な行為のあった時は、そのチームの出場を停止する。 

(2) 参加申込書の位置（ポジション）については、ＧＫ，ＤＦ，ＭＦ，ＦＷと記入すること。 

(3) 各試合の登録選手は選手証（写真貼付されたもの）、電子選手証の写し、電子選手証のいずれかを試合会

場に持参すること。 

不携帯の選手は当該試合への出場を認めない。 

(4) 本大会の規律・フェアプレー委員長は東北サッカー協会規律・裁定委員長とする。 

規律・フェアプレー委員会の委員人選については委員長に一任する。 

(5) 本大会協賛各社から参加チームへの提供物については、（公財）日本サッカー協会、東北サッカー協会か

らの告示があった場合、その指示に従うこと。 

(6) 会場の使用について、会場の使用規定を遵守するものとする。  

人工芝ピッチの場合、金属製スタッドは使用できない場合があるので確認願います。 

(7) ゴミなどはすべて持ち帰ること。 

(8) 会場での駐車スペースに限りがありますのでご了承ください。また路上駐車をしないよう各チームで徹

底すること（応援の保護者等も同様）。 

(9) 本大会要項に規定されていない事項については大会実行委員会において協議の上決定する。 

 (10) 主管協会問い合わせ先： 

     一般財団法人福島県サッカー協会 3種委員会 市橋 保司 

     〒963-0204 福島県郡山市土瓜1-230柳沼ビル1階 

     Tel:024-953-5626 Fax:024-953-5627 

     携帯：090-1939-9046 

     E-mail:qqwb56f9k@opal.ocn.ne.jp 


